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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月30日(2008.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　一次粒子の平均長が５０～９０ｎｍの範囲内にあり、一次粒子の平均
幅が５～２０ｎｍの範囲内にあり、且つ二次粒子のメジアン粒子体積直径が４５ｎｍ未満
である、粒状金属酸化物。
　　【請求項２】　一次粒子の平均長が５０～９０ｎｍの範囲内にあり、一次粒子の平均
幅が５～２０ｎｍの範囲内にあり、且つ二次粒子のメジアン粒子体積直径が４５ｎｍ未満
である金属酸化物粒子を分散媒質中に含む、分散体。
　　【請求項３】　二次粒子のメジアン粒子体積直径が３２～３８ｎｍの範囲内にある、
請求項１又は２に記載の金属酸化物又は分散体。
　　【請求項４】　二次粒子の１６体積％以下が２４ｎｍ未満のメジアン粒子体積直径を
有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　【請求項５】　二次粒子の８４体積％超が６０ｎｍ未満の体積直径を有する、請求項
１～４のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　【請求項６】　粒子が疎水性である、請求項１～５のいずれか１項に記載の金属酸化
物又は分散体。
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　　【請求項７】　粒子が、粒子の全重量に対して、（ｉ）６５～９５重量％の範囲内の
二酸化チタン、（ｉｉ）２～１２重量％の範囲内の無機コーティング、及び（ｉｉｉ）４
～１８重量％の有機コーティングを含んで成る、請求項１～６のいずれか１項に記載の金
属酸化物又は分散体。
　　【請求項８】　有機媒質及び少なくとも４５重量％の金属酸化物粒子を含んで成る、
請求項２～７のいずれか１項に記載の分散体。
　　【請求項９】　水性媒質及び少なくとも３５重量％の金属酸化物粒子を含んで成る、
請求項２～７のいずれか１項に記載の分散体。
　　【請求項１０】　０．２～０．７ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の５２４ｎｍにおける吸光係
数（Ｅ５２４）、０．５～１．５ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の４５０ｎｍにおける吸光係数（
Ｅ４５０）、５～８ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の３６０ｎｍにおける吸光係数（Ｅ３６０）、
４０～６０ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の３０８ｎｍにおける吸光係数（Ｅ３０８）、４５～７
５ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の最大吸光係数Ｅ（ｍａｘ）、及び２６０～２９０ｎｍの範囲内
のλ（ｍａｘ）を有する、粒状金属酸化物。
　　【請求項１１】　請求項１～１０のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体を含
んで成る日焼け止め製品。
　　【請求項１２】　皮膚に塗布したときに透明となり、且つ０．５～２．５の範囲内の
白色度変化ΔＬを有する、請求項１１に記載の日焼け止め製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　以上の例は、本発明の粒状金属酸化物、分散体及び日焼け止め製品の改善された特性を
例示している。
　〔実施態様〕
　本発明の実施態様としては下記の実施態様を挙げることができる。
　　〔１〕　一次粒子の平均長が５０～９０ｎｍの範囲内にあり、一次粒子の平均幅が５
～２０ｎｍの範囲内にあり、且つ二次粒子のメジアン粒子体積直径が４５ｎｍ未満である
、粒状金属酸化物。
　　〔２〕　一次粒子の平均長が５０～９０ｎｍの範囲内にあり、一次粒子の平均幅が５
～２０ｎｍの範囲内にあり、且つ二次粒子のメジアン粒子体積直径が４５ｎｍ未満である
金属酸化物粒子を分散媒質中に含む、分散体。
　　〔３〕　一次粒子が、５５～８５ｎｍの範囲内の平均長さ及び８～１９ｎｍの範囲内
の平均幅を有する、上記〔１〕又は〔２〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散
体。
　　〔４〕　粒子の少なくとも７０％が５５～８５ｎｍの範囲内の長さを有する、上記〔
１〕～〔３〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔５〕　粒子の少なくとも７０％が６０～８０ｎｍの範囲内の長さを有する、上記〔
４〕項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔６〕　一次粒子のメジアン粒子体積直径が２８～３２ｎｍの範囲内にある、上記〔
１〕～〔５〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔７〕　二次粒子のメジアン粒子体積直径が３２～３８ｎｍの範囲内にある、上記〔
１〕～〔６〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔８〕　二次粒子の１６体積％以下が２４ｎｍ未満のメジアン粒子体積直径を有する
、上記〔１〕～〔７〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔９〕　二次粒子の８４体積％超が６０ｎｍ未満のメジアン粒子体積直径を有する、
上記〔１〕～〔８〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔１０〕　二次粒子の８４体積％超が５０ｎｍ未満のメジアン粒子体積直径を有する
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、上記〔９〕項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔１１〕　二次粒子内に存在する一次粒子の平均数が１．３～３の範囲にある、上記
〔１〕～〔１０〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔１２〕　粒子が疎水性である、上記〔１〕～〔１１〕項のいずれか１項に記載の金
属酸化物又は分散体。
　　〔１３〕　粒子が有機撥水コーティングを含んで成る、上記〔１２〕項に記載の金属
酸化物又は分散体。
　　〔１４〕　粒子が、粒子の全重量に対して、（ｉ）６５～９５重量％の範囲内の二酸
化チタン、（ｉｉ）２～１２重量％の範囲内の無機コーティング、好ましくはアルミナ、
及び（ｉｉｉ）４～１８重量％の有機コーティング、好ましくは脂肪酸及び／又はその塩
を含んで成る、上記〔１〕～〔１３〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体。
　　〔１５〕　有機媒質及び少なくとも４５重量％の金属酸化物粒子を含んで成る、上記
〔２〕～〔１４〕項のいずれか１項に記載の分散体。
　　〔１６〕　水性媒質及び少なくとも３５重量％の金属酸化物粒子を含んで成る、上記
〔２〕～〔１４〕項のいずれか１項に記載の分散体。
　　〔１７〕　一次粒子の平均長さが５５～８５ｎｍの範囲内にあり、一次粒子の平均幅
が８～１９ｎｍの範囲内にあり、且つ一次粒子の少なくとも７０％が５５～８５ｎｍの範
囲内の長さをもつ、粒状金属酸化物。
　　〔１８〕　０．２～０．７ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の５２４ｎｍにおける吸光係数（Ｅ

５２４）、０．５～１．５ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の４５０ｎｍにおける吸光係数（Ｅ４５

０）、５～８ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の３６０ｎｍにおける吸光係数（Ｅ３６０）、４０～
６０ｌ／ｇ／ｃｍの範囲内の３０８ｎｍにおける吸光係数（Ｅ３０８）、４５～７５ｌ／
ｇ／ｃｍの範囲内の最大吸光係数Ｅ（ｍａｘ）、及び２６０～２９０ｎｍの範囲内のλ（
ｍａｘ）を有する、任意には疎水性の、粒状金属酸化物。
　　〔１９〕　１～１０の範囲内の光灰色化指数をもつ上記〔１８〕項に記載の金属酸化
物。
　　〔２０〕　上記〔１〕～〔１９〕項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体を
含んで成る日焼け止め製品。
　　〔２１〕　皮膚に塗布したときに透明となり、且つ０．５～２．５の範囲内の白色度
変化ΔＬを有する、上記〔２０〕項に記載の日焼け止め製品。
　　〔２２〕　１０％～８０％の範囲内の白色度指数を有する、上記〔２０〕又は〔２１
〕項のいずれかに記載の日焼け止め製品。
　　〔２３〕　低下した白色度をもつ日焼け止め剤の製造における上記〔１〕～〔１９〕
項のいずれか１項に記載の金属酸化物又は分散体の使用。
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